
 

 

お知らせ 

 

令和 4 年 3 月 31 日  

ＪＡバンク新潟県信連 

 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について 

 

 

新潟県信用農業協同組合連合会では、女性活躍推進法に基づく一般事業主行

動計画を次のとおり策定しておりますので、公表いたします。 

 

 

【目的】 

多くの女性が、幅広く活躍し、長く勤められる雇用環境を整備するため、次の

行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間 

  令和 4 年 4月 1 日 ～ 令和 8年 3 月 31 日 （4 年間） 

 

 

２．目標と取組内容・実施時期 

 

目標： 管理職に占める女性労働者の割合を 20％以上とする。 

 

<取組内容>（令和 4 年 4月～） 

・女性職員の管理職登用を積極的に推進する。 

・キャリア形成の支援体制を構築するとともに、能動的に学べる研修体系や  

セミナー派遣等の自己啓発機会の整備を行う。 

 

 

【女性の活躍に関する情報公表】 

育児休業取得率 

（正職員） 

令和 2 年度 令和 3 年度 

男性 女性 男性 女性 

62.5% 100.0% 50.0% 対象者なし 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

ＪＡバンク新潟県信連 総務部 

TEL：025-211-2131 


